
府中市地域福祉計画策定業務委託仕様書

１ 業務名

府中市地域福祉計画策定業務

２ 業務の目的

本業務は社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第１０７条の規定に基づ

き、令和７年度から令和１１年度までの５年間を計画期間とする「府中市地

域福祉計画」策定を行うことを目的とする。

あわせて、「成年後見制度利用促進基本計画」「地域再犯防止推進計画」を策

定し、地域福祉計画に盛り込む。

策定にあたっては、前回計画の総括および国や広島県の動向、府中市の状況

等を的確に把握し、府中市の取り組むべき課題や福祉施策の基本的方向・実

施施策や目標を定める計画を策定するとともに、他の計画との調整を図りつ

つ業務を実施するものとする。

３ 業務の体制

受託者は本業務委託の遂行に当たっては責任者及び担当者を置き、委託者

の指示に迅速に対応できる業務体制を組むものとする。

４ 業務期間

契約締結の日から令和７年３月３１日まで

５ 業務内容

府中市地域福祉計画（以下「地域福祉計画」という。）の策定のため、概ね

次の業務を行うものとする。

（１）基礎データの収集

地域福祉計画については、上位計画である第５次府中市総合計画との整合

を図りつつ、高齢者、障害者、子育て等関連分野の各計画において共通して



取り組むべき事項を定める必要があるため、市の統計資料から基礎データを

収集するとともに、関連する各分野の計画内容を把握し、現状と課題、目指

す方向性等について整理する。

（２）現状把握・分析

地域に根ざした助け合い・支え合いの活動を進めていくために、幅広い住

民を対象としてアンケート調査を実施し、集計と分析を行う。また、ヒアリ

ング調査等も活用し、課題の把握に努めること。

アンケート調査対象の抽出、住所シールの作成については委託者が実施す

る。調査票の作成、印刷、封入、郵送による配布回収、調査結果の集計と分

析については受託者が実施する。

また、アンケート調査票については、市の実施した他のアンケートの調査

結果を活用するなど、回答が容易なものとなるよう配慮すること。（回収件

数約１，０００を想定）

（３）会議等の運営支援（策定委員会及び作業部会の運営参画や活動支援）

会議にて依頼する業務は、会議資料作成、会議の運営支援、議事録作成と

する。原則全ての会議に同一人物が出席することとする。

策定委員会 ３回開催予定

作業部会 ３回開催予定

① 策定委員会、作業部会の事前打ち合わせについては、必ず事前に来庁し事

務局と打ち合わせを行うこと。

② 受託者は、各会の資料等の準備を行い、会議当日はオブザーバーとして

最低２名出席すること。

③ 会議後は速やかに議事録を作成し提出すること。

④ 会議の開催回数は、進捗状況により増加する事も想定しておくこと。

（４）計画素案の作成

アンケート調査結果等から地域の現状と課題を整理し、あるべき将来像と

課題解決に向けた基本方針、施策を骨子としてまとめること。この骨子に基

づき、地域福祉に関連する種々の制度や事業、最新の国の動向等との整合に

配慮しつつ、計画素案を作成すること。なお、市民にとって分かりやすく手



にとって見やすい表現に努めること。

（５）意見聴取

受託者は、計画の策定に当たって庁内関係各課、関係団体、市民活動組織

等から意見等を聴取するとともに、パブリックコメントの手続き支援を行う

ものとし、パブリックコメント実施後、パブリックコメントの整理及び素案

への反映等の調整を行うものとする。

（６）地域福祉計画書及び概要版の作成

「６成果品」に掲げる仕様に基づき作成を行うこと。概要版については、漢

字にはルビを振るとともに、各ページにＳＰコードを付すこと。

（７）検査

受託者は、全工程完了すれば業務完了届を提出し、その後完了検査を受け、

検査の合格をもって業務を完了する。ただし、完了後、成果品に「瑕疵」が発

見された場合は、必要な処理を受託者の負担において行うものとする。

６ 成果品

本業務の成果品は次のとおりとする。

※ 電子データのファイル形式はＰＤＦファイルのほか、本市でも編集・活

用が可能となることを原則として Microsoft Word 及び Excel(いずれも２

００３以降のバージョンとする。) を使用すること。

※ 下記⑶及び⑷の印刷製本に当たっては、国等による障害者就労施設等か

らの物品調達の推進等に関する法律の趣旨に鑑み、障害者就労施設等（共同

受注窓口を含む）より調達するよう努めること。また、障害者就労施設等よ

り調達を行った場合は、調達を行ったことを証する書面の写しを提出する

こと。

（１） アンケート調査票

ア 納入期限 令和６年７月下旬

イ 納入部数 紙媒体及びＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒを１部

（２） アンケート集計分析報告書

ア 納入期限 令和６年９月下旬



イ 納入部数 紙媒体及びＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒを１部

（３） 地域福祉計画書

ア 規格等 Ａ４版、１色刷り（表紙４色刷り）、１００頁程度、

イ 納入期限 令和７年３月下旬

ウ 納入部数 紙媒体を３００部、ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒを２部

（４） 地域福祉計画書（概要版）

ア 規格等 Ａ４版、４色刷り、８頁程度、

イ 納入期限 令和７年３月下旬

ウ 納入部数 紙媒体を５００部、ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒを２部

７ 委託業務の実施方法

本委託業務の実施については、次により行うものとする。

（１）受託者は、業務の進捗状況等を定期的に発注者に報告するほか、来庁その

他の方法により発注者と打ち合わせを行い、常に相互の緊密な連携を図る

中で業務を遂行すること。

（２）受託者は、業務の実施に当たり、打ち合わせた結果は記録簿に取りまとめ、

速やかに発注者に提出して了解を得ること。

（３）受託者は、府中市の有する既存計画及び広島県府中市社会福祉協議会の

策定する地域福祉活動計画を十分に把握し業務を遂行すること。

（４）受託者は、国、県、他市、民間事業者等の動向を十分把握し、業務に反映

させること。

（５）計画策定のための現状分析や分野別施策の検討に当たり、必要なデータ・

資料等については受託者が要請をし、府中市が必要と判断したものについ

て提供すること。

（６）個人情報に関する扱いを適正に対応すること。

８ その他

（１）受託者は本業務で知り得た情報や業務に係る内容を第三者に漏らしたり、

その他の目的に転用してはならない。



（２）成果品に係る所有権、使用権は府中市のものとする。

（３）本業務により発生した全ての著作権（著作権法第２１条から第２８条に

規定する権利）は、委託料の支払が完了したときをもって府中市に譲渡され

るものとする。また、受託者は、著作権を譲渡した著作物に関して、著作者

人格権を行使しないものとする。

（４）受注者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じ

たとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、発注者と速やかに

協議し、その指示に従うこと。


